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不動産 〜不動産の評価と活用〜

相続税評価額

現金・預金を不動産に変更するとどうなる！？
不動産の相続税評価額の例

評価額は資産の形態や用途で変化します。
相続税は財産の評価額を基に計算されます。評価額は、一般的に現預金よりも不動産の
方が低く、自己使用※より賃貸利用の方がさらに低くなります。
※小規模宅地等の特例が適用される居住用宅地や事業用宅地等は評価額が低くなります。

現金・預金
（相続税評価額）

不動産

※借地権割合70％、借家権割合30％、賃貸割合100％、固定資産税評価額は建築費用の60％と仮定。小規模宅地等の
特例は適用しません。

※数値は仮定のものであり、将来の成果を示唆、予測し、保証するものではありません。

単位：百万円

300 300

売買価格 相続税評価額（自家用） 相続税評価額（賃貸用）

220
168

300

建物 100

固定資産税評価額 × 1.0
一般的に固定資産税評価額は
建築費の50％から70％程度

60 ×（1 ー 0.3 × 1.0）

一般的に相続税評価額
は公示価格の80％

160 ×（1 － 0.7 × 0.3 × 1.0）

建物60
建物 42

土地 200 土地 160 土地 126

自宅

家屋 家屋の固定資産税評価額 × １．０

自用地
（所有者の
居住用や
事業用）

■路線価方式【市街地】　1㎡あたりの路線価 × 敷地面積
※実際は土地の形状や接道の仕方で各種補正率を掛けて算出する。

■倍率方式【上記以外】　固定資産税評価額 × 評価倍率

他人に
貸している土地

借地権
（人から借りている土地）自用地の評価額 × 借地権割合
地域により30％〜90％
※借地権割合は路線価図に記載されています。

貸地 （人に貸している土地 ＝ 底地） 自用地の評価額 ×（ １ － 借地権割合）

土地所有者が
アパートや賃貸
ビル等の貸家を
建てている土地

貸家 家屋の固定資産税評価額 ×（  1 － 借家権割合30％ × 賃貸割合）

貸家建付地 自用地の評価額 ×（ １ － 借地権割合 × 借家権割合30％ × 賃貸割合）
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不動産活用の４つの方法

活用方法

1
建てる

メリット ・賃貸物件を建てると、土地の相続税評価額が下がる場合があります。
・賃貸物件を建てると、賃料収入が入ります。

注意点 ・建設費用がかかります。
・賃貸物件は、将来の賃料下落や空室リスクがあります。

活用方法

2
貸す

メリット ・駐車場の場合、初期投資が少なく転用が比較的容易です。

注意点 ・立地条件により収益性が異なります。

※コンビニエンスストア、ドラッグストア、ファストフードチェーン店等、事業用定期借地権の
活用方法も考えられます。

活用方法

3
組み換え

メリット
・収益性が低い不動産を売却し、収益性の高い不動産を購入し交換することがで

きます。
・資金負担せず、等価交換も検討できます。

注意点 ・賃貸物件は、将来の賃料下落や空室リスクがあります。

活用方法

4
売却

メリット ・現金化することで遺産分割が容易になり、納税資金を確保することができます。

注意点
・売却時には譲渡所得税がかかる場合があります。
・建物が建っている場合、底地は売りにくく、売却額が希望に沿わないこともあります。
・現金化すると相続税評価額が高まり、相続税の負担が重くなる可能性があります。

賃貸住宅を建てると…

現金
1億円

現金１億円を用いて建物建築
６,０００万円 +１億６,０００万円
＝相続税評価額２億２,０００万円
（４,０００万円の評価減）

４,２００万円＋１億２,６４０万円
＝相続税評価額１億６,８４０万円
（９,１６０万円の評価減）

土地：１億6,000万円 × （ 1 ー 借地権割合70％ × 借家権割合30％ ）

※建物の評価は固定資産税評価額、新築の場合、建築価額の50％〜70％程度
※本例では建築価額を60％と仮定

※本例では、借地権70％、賃貸割合100%と仮定

土地（更地）評価額

建物評価額

賃貸建物
評価額

土地（自用地）
評価額

土地（貸家建付地）
評価額

１億６,０００万円

６,０００万円

4,200万円

１億６,０００万円

１億２,６４０万円

相続税評価額
２億６,０００万円

現状

遺言執行者を指定することができます

相続人以外にも財産を遺すことができます

法定相続割合と異なる割合で
分け方を決めることができます

遺産を各相続人にどのような形で配分
するか事前に決めることができます

家族への想いをメッセージとして
したためることができます

公的機関や母校の学校法人等に
財産を寄付することができます

配偶者

本人
（被相続人）

子

子

本人
（被相続人）

遺言執行者

遺言による指定

法定相続割合

配偶者

配偶者配偶者

子
子

配偶者

子
子

配偶者 子

子

たとえば世話になった子の嫁、学校や公的機関

子

子

遺言書

付言

現金１億円を用いて建物建築後、賃貸する
建物：６,０００万円 × （ １ － 借家権割合30％ ）
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